
浮田振興センター（浮田集会所）指定管理者の指定について 
  
公の施設の管理を行う指定管理者について、次のとおり指定しました。 

区  分 内  容 

指定管理者に管理を行わせる

公の施設の名称 

浮田振興センター（浮田集会所） 

指定管理者となる団体の名称

等 

所在地 花巻市東和町上浮田２区１４０番地 

名 称 浮田地区コミュニティ会議 

代 表 会長 千葉 雅宏 

指定管理者が行う業務内容 １ 休館日の変更に関する業務 

２ 使用時間の変更に関する業務 

３ 使用の許可等及び使用許可の取消し等に関する業務 

４ 施設及び設備の維持管理に関する業務 

５ その他施設の管理運営に関し市長が必要と認める業務 

指定管理者の選定理由 申請のあった「浮田地区コミュニティ会議」は、平成 23 年度

より浮田振興センター（浮田集会所）の指定管理をしており、 地

域づくりや生涯学習活動の拠点として地域の実情やニーズに合

わせて活用されていることから、指定管理を継続することによ

り、地域の主体的な活動がより一層期待できる。 

また、地域づくりを主眼とした団体で、地域活性化に寄与する

事業実施の取り組みや利用者に配慮した施設の有効活用が図ら

れる工夫がなされており、 指定管理者として適任と考えられる。 

 

審査評価基準に基づく審査（書類審査、面接） 

合計得点 467.5点（592.0点満点） 得点率 79.0％ 

選定委員会の名称及び委員氏

名 

東和地域振興センター等指定管理者候補者選定委員会 
委員長 花巻市東和総合支所長 藤井 淳 
委 員 花巻市財務部長 古川 昌 
委 員 東和町芸術文化協会会長 及川 恒雄 
委 員 東和町スポーツ協会副会長 川村 照義 

指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

問い合わせ先 花巻市東和総合支所地域振興課地域づくり係 

担当：地域支援監 小原 克明 

電話番号：0198（41）6514  


